


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

けん   り     よう    ご      き       そ 

認知症や知的障がい、精神障がい等の理由によって判断
能力が低下しても、「住み慣れた地域でいつまでも暮らした
い」・・・それは誰しもが望むことです。 
今回は「消費者被害」をテーマに、安心して暮らすため

にどのような方法があるのか、「日常生活自立支援事業」や
「成年後見制度」をとおして学びます。 

40 名 

13：30～15：30 

笠岡市保健センター 研修室 
（笠岡市十一番町 1-3） 

笠岡駅 

笠岡市役所 

中央公民館 
笠岡小学校 

城山 

動物病院 

眼科 

税務署 郵便局 

警察署 

伏越港 住吉港 

至 福山 至 倉敷 

至 笠岡諸島 

無料 
（先着順） 

10/15（月）まで電話で申込み 

☎ 0865-62-5590 
 かさおか権利擁護センター 

主催  社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会 

●講演 

笠岡市消費生活センター（笠岡市協働のまちづくり課） 

上田 祥代 氏 ・ 虫明 賢次 氏 
●パネルディスカッション 

「消費者被害から守るために」 
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